
令和6年5月1日

課名 ： 総務部財産活用課

内線 ： 2375・2376

直通 ： 092-643-3086

暴力団関係事業者に対する指名停止措置等一覧表

●指名停止措置

日　付 商号又は名称 住　　　所

※　措置期間経過時に事実が継続していた場合、再度の指名停止措置を講ずる。

期　　　間 理　　　由

※現在指名停止措置はありません。
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令和6年5月1日

課名 ： 総務部財産活用課

内線 ： 2375・2376

直通 ： 092-643-3086

暴力団関係事業者に対する指名停止措置等一覧表

●排除措置

日　付 商号又は名称 住　　　所

令和3年7月6日 北部建設工業
ホクブケンセツコウギョウ

　代表　前田
マエダ

　和幸
カズユキ 福岡県築上郡吉富町大字幸子２４３番

地３

令和3年12月7日 ツボネ総合企画
ソウゴウキカク

　代表　坪根
ツボネ

　久芳
ヒサヨシ 大分県中津市大字牛神１１０番地１３

令和4年9月12日 伊原工業
イハラコウギョウ

　代表　伊原
イ ハラ

　勝猛
カツタケ 熊本県荒尾市平山２２１６番地３

令和5年7月26日 吉田
ヨシダ

産業
サンギョウ

株式会社 福岡市中央区高砂二丁目６番２０号

令和5年10月26日 Ｒｅａｌ　Ｌｉｆｅ 代表　尊田　政輝
ソンダ　マサテル 福岡県久留米市津福本町１５３７番地１

※　措置期間経過時に事実が継続していた場合、再度の排除措置を講ずる。

令和4年9月12日から　令和7年9月11日まで（36ヵ月間）
・役員等が、暴力的組織の構成員となってい
る

令和3年12月7日から　令和6年12月6日まで（36ヵ月間）
・役員等が、暴力的組織の構成員となってい
る

令和5年10月26日から　令和8年10月25日まで（36ヵ月間）
・役員等が、暴力的組織の構成員となってい
る

令和5年7月26日から　令和7年1月25日まで（18ヵ月間）
・役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成
員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難
される関係を有している

理　　　由期　　　間

・役員等が、暴力的組織の構成員となってい
る

令和3年7月6日から　令和6年7月5日まで（36ヵ月間）
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